
- 1 - 

複合機レンタル契約仕様書２ 

 

１ 機器仕様 

プリンター機能、スキャナー機能を有する複合機であること。 

 

○基本機能（コピー機能） 

画質 ２５６階調 ６００dpi相当以上 

連続複写速度 Ａ４判横片面印刷で１分間に２５枚以上の複写が可能であること。 
縮小拡大の倍率 ２５％～４００％までの設定が可能であること。 

原稿の最大サイズ 最大Ａ３判サイズの原稿を複写できること。 

原稿送り 最大Ａ３判サイズの自動両面原稿送りが装着されていること。 

ソーター 装着されていること。 

複写用紙のトレイ Ａ４判・Ａ３判サイズが同時に装着できること（手差しトレイを除

く）。５００枚以上のトレイを有すること。 

複写用紙 汎用ＰＰＣ用紙（古紙１００％）が使用できること。 
両面複写 Ａ４判・Ａ３判の両面複写が可能なこと。 

複写枚数管理装置 

（※必要な場合） 

複写枚数を管理する装置を装着していること。 

大きさ 搬入可能であること。 

電源 電源は１００V、１５Ａ以内であること。 

 

○プリンタ機能 

ネットワーク機能 LAN接続が可能で、サーバーを必要とせずネットワーク接続が可能である

こと。 

メモリー容量 ２GB以上であること。 

対応OS Windows 10 に対応していること。 

インターフェース 10BASE-T及び 100BASE-TXの自動切換に対応していること。 

プロトコル TCP/IPに対応していること。 

 

○スキャナー機能 

形式 カラースキャナー 

解像度 最大６００dpi相当以上であること。 

ネットワーク機能 LAN接続が可能で、サーバーを必要とせずネットワーク接続が可能である

こと。 

原稿読み取り速度 コピー機能の「連続複写速度」以上であること。 

対応OS Windows 10 に対応していること。 

インターフェース 10BASE-T及び 100BASE-TXの自動切換に対応していること。 

プロトコル TCP/IPに対応していること。 

出力フォーマット JPEG、PDFに対応していること。 

その他 ネットワーク接続された PCへ直接取り込むことができること。 

 


